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先行審査プラントの記載との比較表 

（Ⅵ-1-1-6 クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策に関する説明書） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二発電所（2018.10.12版） 柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 島根原子力発電所 ２号機 備考 

 

 

相違No. 相違理由

①
島根２号機においてＲＣＰＢ拡大範囲は建設時に申請済みであるが，原子炉浄化系の主配管において今回新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物
として申請する範囲がある

　比較表において，相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については，備考欄に相違理由を記載する。
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Ⅵ-1-1-6 クラス１機器及び炉心支持構造物の応力腐食割れ対策
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1. 概要

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 17条，第 18条

及びそれらの「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則の解釈」（以下「解釈」という。）に基づき，クラス１

機器及びクラス１支持構造物並びに炉心支持構造物が応力腐食

割れ発生の抑制を考慮した設計となっていることを説明する。 

・記載方針の相違

【柏崎 7】 

島根２号機では技術

基準規則第 18 条の要求

を満足する設計となっ

ていることを記載して

いる 

2. 申請範囲

今回の申請範囲は，原子炉浄化系主配管「原子炉圧力容器～原

子炉圧力容器ボトムドレンライン合流部」のうち，今回新たにク

ラス１機器及びクラス１支持構造物として申請する範囲とする。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリの拡大に伴い，新たに原子

炉冷却材圧力バウンダリ範囲となる弁 V222-7（ＲＨＲ炉頂部冷

却水逆止弁）から弁 MV222-14（ＲＨＲ炉頂部冷却内側隔離弁）

まで，弁 AV222-3A，B（Ａ，Ｂ－ＲＨＲ炉水戻り試験可能逆止弁）

から弁 MV222-11A，B（Ａ，Ｂ－ＲＨＲポンプ炉水戻り弁）まで，

弁 MV222-6（ＲＨＲ炉水入口内側隔離弁）から弁 MV222-7（ＲＨ

Ｒ炉水入口外側隔離弁）までの主配管及び弁（以下「ＲＣＰＢ拡

大範囲」という。）については，建設時にクラス１機器として設

計・製作し，クラス１機器として要求される検査を実施している。

更に，プラント建設時に工事計画の認可を受け，使用前検査にも

合格しており，現在に至るまでクラス１機器として扱っているた

め，今回の申請において変更は行わない。 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機において

ＲＣＰＢ拡大範囲は建

設時にクラス１機器と

して申請済みであるが，

原子炉浄化系の主配管

において今回新たにク

ラス１機器及びクラス

１支持構造物として申

請する範囲がある（以

下，①の相違） 

また，新たにクラス１機器及びクラス１支持構造物として申請

する範囲及びＲＣＰＢ拡大範囲以外のクラス１機器及びクラス

１支持構造物並びに炉心支持構造物に関しては，技術基準規則の

要求事項に変更がないため，今回の申請において変更は行わな

い。 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違
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3. 基本方針

今回の申請範囲の設備は，日本機械学会「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2001）及び（ＪＳ

ＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005）【事例規格】発電用原子力設備における

「応力腐食割れ発生の抑制に対する考慮」（ＮＣ－ＣＣ－００２）

に基づき，応力腐食割れ発生環境下に対する適切な耐食性を有す

る材料の使用，運転中の引張応力を軽減する設計及び製作時の引

張残留応力を低減させる工法や発生した引張残留応力の低減対

策の実施並びに保安規定に基づく水質管理等の応力腐食割れ発

生の抑制を考慮した設計とする。 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違

4. 応力腐食割れ発生の抑制策について

4.1 応力腐食割れ発生の前提条件について 

応力腐食割れ（ＳＣＣ）は，材料が特定の環境条件と応力条

件にさらされたときに割れを生じる現象であり，下図に示すと

おり，材料・応力・環境の 3要因が重畳した場合に発生する。 

一般的に応力腐食割れを抑制するためには，以下に示すよう

に 3要因のうちの 1要因以上を取り除く必要がある。 

a. 応力腐食割れ発生環境下において，応力腐食割れ発生の可

能性が高い材料の選定を避ける。

b. 引張応力を軽減する設計と製作時の引張残留応力を低減

させる工法や発生した引張残留応力の低減処理技術を採

用する。

c. 応力腐食割れの発生に寄与する腐食環境を緩和する設計

と水質管理技術を採用する。
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4.2 申請範囲における応力腐食割れ発生の抑制策について 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違

原子炉浄化系主配管「原子炉圧力容器～原子炉圧力容器ボ

トムドレンライン合流部」のうち，今回新たにクラス１機器

及びクラス１支持構造物として申請する範囲は，以下を考慮

することにより，応力腐食割れの発生を抑制している。 

(1) 配管及び弁

a. 材料選定 ・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

使用材料の差異 

当該部の材料は，炭素含有量を制限(C≦0.020％)した

SUS316TP，弁は SCS16A相当であり，応力腐食割れの感受性

が低く，これまでも BWRの原子炉冷却材高温環境下におけ

る応力腐食割れ対策材料として多く使用されている。 

b. 発生応力

当該部は，運転中の引張応力が増大する設計及び製作時

の引張残留応力が高くなる工法を極力避けて設計し，溶接

施工に関しては，当時の法令に従い，技術的妥当性が確認

された溶接施工法である。 

また，第三者機関にて認可された発電用原子炉施設の溶

接士により施工されており，昭和 45年通商産業省令第８１

号，改正昭和 60年 10月 31日通商産業省令第６５号「電気

工作物の溶接に関する技術基準を定める省令」に基づき十

分な品質管理を行っている。 

・記載方針の相違

【東海第二，柏崎 7】 

島根２号機は施工時

の改正も記載している 

・記載方針の相違

【東海第二，柏崎 7】 

さらに，当該部は応力腐食割れの感受性が低い材料の選

定，開先等の形状を不連続で特異な形状としないこと及び

溶接施工時には著しい引張残留応力が発生しないように適

切な溶接条件，溶接順序等を採用することにより，引張残

留応力の低減を図っている。 
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c. 環境

定格出力運転時の原子炉冷却材中の溶存酸素及びその他

の不純物濃度が十分低くなるよう水質管理を行うことに加

え，塩化物イオン及び硫酸イオン混入防止対策を行い，塩

化物イオン及び硫酸イオンに起因する応力腐食割れの発生

を防止している。 

・設計方針の相違

【柏崎 7】 

応力腐食割れ発生抑

制策が異なる 

・設計方針の相違

【東海第二】 

応力腐食割れ発生抑

制策が異なる 

また，塩化物及びフッ化物混入防止対策を行い，塩化物

及びフッ化物に起因する応力腐食割れの発生を防止してい

る。 

(2) 支持構造物 ・設備の相違

【柏崎 7】 当該部の支持構造物については，原子炉冷却材高温環境に

接液しないこと，塩化物及びフッ化物混入防止対策を行い，

塩化物及びフッ化物に起因する応力腐食割れの発生を防止し

ている。 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

①の相違
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・設備の相違

【柏崎 7】 

①の相違
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・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機では弁取

替を行わない 
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